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区分 番号 氏　名 団　体　名 備　考

1 田尾　弘子 愛育会

2 行燈　淳子 愛育会

3 森脇　修一 豊中保育所

4 磯﨑　祥子 豊中保育所

5 矢野　真由美 豊中幼稚園

6 寄能　圭祐 豊中幼稚園

7 脇田　理奈 桑山小学校

8 王　曼 桑山小学校

9 西宇　弘一 比地大小学校

10 矢野　いづみ 比地大小学校

11 山崎　竜司 笠田小学校

12 大西　潤子 笠田小学校

13 横田　雄祐 上高野小学校

14 石川　真里 上高野小学校

15 藤村　亮 本山小学校

16 濱野　晃司 本山小学校

17 岩田　正幸 (桑　山)分館長

18 矢野　晶子 (桑　山)学校運営協議会

19 筒井　雅幸 (桑　山)地区代表

20 矢野　慎一 (桑　山)地区代表

21 森　　健 (比地大)分館長

22 関　薫美香 (比地大)学校運営協議会

23 真鍋　茂明 (比地大)地区代表

24 大江　秀徳 (比地大)地区代表

25 高橋　政司 (笠　田)分館長

26 田尾　和人 (笠　田)学校運営協議会

27 平尾　正和 (笠　田)地区代表

28 今川　直 (笠　田)地区代表

29 野田　卓三 (上高野)分館長(代表)

30 林田　峰子 (上高野)学校運営協議会

31 植松　春美 (上高野)地区代表

32 高井　千珠子 (上高野)地区代表

33 田井　秀典 (本　山)分館長

34 大久保　素樹 (本　山)学校運営協議会

35 藤田　雅久 (本　山)地区代表

36 坂井　和子 (本　山)地区代表

豊中地区学校再編整備地域協議会委員名簿

保
護
者
の
代
表

地
域
の
代
表
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三豊市立学校再編整備地域協議会規約 

 

（目的と設置） 

第１条 三豊市立学校再編整備基本方針の計画に基づき、学校再編整備の具体的な内

容を協議するため、当該校区ごとに三豊市立学校再編整備地域協議会（以下「地域

協議会」という。）を置く。 

２ 各地域協議会の名称は、別表のとおりとする。 

 

（所掌事務） 

第２条 地域協議会は、次の事項について協議を行い、その結果を教育委員会に報告

する。 

(1) 当該校区の学校再編整備に関すること。 

(2) 統合準備会の設置に関すること。 

(3) 前号に定めるもののほか、必要があると認める事項に関すること。 

 

（組織） 

第３条 地域協議会は、次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 保護者の代表 

(2) 地域の代表 

(3) 地区公民館長 

(4) 前各号に掲げる者のほか、必要があると認めた者 

 

 （会長及び副会長） 

第４条 地域協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決める。 

２ 会長は、会務を総理し、地域協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５条 会議は会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は公開とする。ただし、必要に応じ、協議会の決定により会議を非公開とす

ることができる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見又は説明を求め

ることができる。 

 

（任期） 

第６条 委員の任期は、第 2条に規定する地域協議会の所掌事務が完了する日までと

する。 

２ 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充することができる。 

2
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（庶務） 

第７条 地域協議会の庶務は、三豊市教育委員会事務局教育総務課がおこなう。 

 

（委任） 

第８条 この規約に定めるもののほか、地域協議会の運営に必要な事項は、会長が別

に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

この規約は、平成 23 年 11 月 24 日から施行する。 

２ この規約による最初の地域協議会の会議は、第５条第１項の規定にかかわらず、

教育委員会が招集する。 

 

  

別表（第１条関係） 

地域協議会の名称 

高瀬地区学校再編整備地域協議会 

山本地区学校再編整備地域協議会 

三野地区学校再編整備地域協議会 

豊中地区学校再編整備地域協議会 

詫間地区学校再編整備地域協議会 

仁尾地区学校再編整備地域協議会 

財田地区学校再編整備地域協議会 
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学校再編整備（豊中地区）について 

１．これまでの経緯 

平成 23 年 3 月 29 日 
三豊市立学校適正規模・適正配置検討委員会より、豊中地区は「新

設校を建築して 5校を一度に統合する」答申、基本方針が出される。 

平成 31 年 4 月 24 日 

三豊市立学校再編整備基本方針（第 2 期・第 3 期・第 4 期）を承認

し、豊中地区は第 2期（～2021）に統合協議を開始し、第 3期中（2022

～2026）の 5校統合を目指す。 

令和元年 5月 16 日 教育民生常任委員会にて基本方針を説明 

令和元年 9月 30 日 
各地区自治会長会代表、各小学校 PTA 代表、各地区分館長へ再編整

備の進め方を説明 

 

令和元年 10 月 7日 

～10 月 30 日 

桑山、比地大、笠田、上高野、本山地区の自治会長及び保幼小保護者

説明会 

 

 
 

令和元年 12 月 19 日 
各地区自治会長会代表、各小学校 PTA 代表、各地区分館長へ各地区

説明会の状況報告 

令和 2年 1月 9 日 
豊中地区の保幼小の保護者を対象にアンケートの実施 

（回答数：593 人） 

令和 2年 1月 27 日 
各地区自治会長会代表、各小学校 PTA 代表、各地区分館長へ各地区

説明会の状況報告 

令和 2年 1月 30 日 教育民生常任委員会へ豊中地区の学校再編整備の進め方を説明 

令和 2年 2月 1 日 
『新しい学校づくり』のリーフレットの豊中地区全戸配布 

（配布数：3,102 世帯） 

令和 2年 2月 10 日 全地区対象の住民説明会（第 1回） 参加者：48 名 

令和 2年 2月 12 日 全地区対象の住民説明会（第 2回） 参加者：25 名 

※ 令和 2 年 3月に「豊中地区学校再編整備地域協議会設立」を予定していたが、 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期している。 

令和 3年 3月 12 日 豊中地区学校再編整備地域協議会（第 1回） 参加者：33 名 

※ 令和 3 年 5月に「豊中地区学校再編整備地域協議会（第 2回）」を予定していたが、 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期している。 

●参加人数 単位：人

開催日 案内数 出席数 開催日 案内数 出席者数

桑　山 10/9 114 28 10/7 19 13

比地大 10/15 127 33 10/30 16 10

笠　田 10/21 120 27 10/17 24 18

上高野 10/25 84 24 10/23 14 5

本　山 10/10 108 27 10/11 20 5

合計 553 139 93 51

（参加率） 25.1％ 54.8％

保護者（小学校）説明会 自治会長説明会
地区名
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２．令和 2 年 2月の住民説明会での意見について 

 〇小学校への愛着や伝統を大事にして少人数で丁寧な教育をしてほしいという思いを踏まえ、

現状のままでは学校が継続できないことをはっきりと言ってもらい、その代わりに統合する

とこんなに素晴らしいことがあるという資料があればありがたい。 

 〇小学校の近くに文化センターや児童館がある。山本小学校には生涯学習センターがあり、財

田小学校には公園がある。新しい小学校ができるのであれば、子どもたちが放課後遊ぶこと

ができるような工夫がほしい。 

 〇地域に帰ってくるような子どもを育てなければ、単に統合しただけだとますます人口が減る

のではないか。 

 〇どうしたら子どもたちが帰ってきて生活をしてくれるのか、三豊市は住みやすいから他市か

ら移住しようとか、そのような安心して暮らせる三豊市を目指していただきたい。 

 〇なんとなく行政サイドで決めていくような感じがするため、よっぽどしっかり説明をしない

と納得ができない。十分納得がいくような形で進めていただきたい。 

 〇統合するために何をもっと熟慮しなければいけないかについて回を重ねなければ納得してく

れないのではないか。 

 〇１校に統合するビジョンを語っていただきたい。例として、こういうものを取り入れてみよ

うとか、こういう人に来てもらおうとかお話しいただけると夢を持って統合に取り組めると

思う。 

 〇各小学校や幼稚園の子どもの意見を反映させて、新しい小学校の運営に関われるようにすれ

ばよいと思う。 

 〇小学校の統合によるメリットとデメリットを情報提供してもらえれば、統合に関して考える

資料になる。 

 〇統合して地域住民に還元されるものがないならば統合に反対です。 

 〇住民の理解を得るのであれば、夜の開催だけではなく、母親やお年寄りも参加できる休日の

昼間の開催も考えるべきではないか。 

 〇地域の人間は地域のことを市役所の人よりはるかに知っています。 

 〇教育の少人数制より大人数にもまれる必要があると説く人もいますが、むしろ落ちこぼれを

作る弊害の方が大きいと思う。 

 〇統合した小学校の実例として、こういうところに苦労しているが、こういうところでは上手

くいっているなど、デメリットをどうやって解消するのか、メリットを伸ばすにはどうすれ

ばよいのか、住民や保護者に聞きながら進めていければいいと思う。 

 

３．2026 年（令和 8 年）4 月の開校に向けたスケジュール（案）について 

年 度 内   容 

令和元年度 現況説明会（PTA 代表、地域代表者） 

令和２年度 地域協議会の発足（※） 

令和３年度 地域協議会、統合準備会  

令和４年度 用地取得、基本設計 

令和５年度 実施設計 

令和６年度 校舎等 建築 

令和７年度 校舎等 建築 

令和８年度 新設統合小学校 開校 

※ 新型コロナウイルス感染拡大状況を見ながら開催予定 
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本

山
小

学
校

校
舎

（
S5

1 ）
校

舎
（
S5

3 ）
校

舎
（
S5

5)
校

舎
（
S5

3 ）
校

舎
（
S5

3 ）

体
育

館
（
H

1 ）
体

育
館

（
H

2 ）
体

育
館

（
S6

1 ）
体

育
館

（
S6

3 ）
体

育
館

（
H

3 ）

H
2
0
 耐

震
補

強
済

H
2
0
 耐

震
補

強
済

H
24

 耐
震

補
強

済
H

24
 耐

震
補

強
済

H
23

耐
震

補
強

済

児
童

数
1
1
4
名

児
童

数
1
0
8
名

児
童

数
1
2
0
名

児
童

数
8
4
名

児
童

数
1
2
7
名

学
級

数

通
常

学
級

6 組
通
常
学
級

6 組
通
常
学
級

6 組
通
常

学
級

6 組
通

常
学

級
6 組

11



豊
中

町
5小

学
校

の
児

童
数

の
推

計

豊
中

地
区

5 小
学
校

令
元

.5
月

1 日
現

在

年
度

H1
8

令
元

令
２

令
３

令
４

令
５

令
６

令
７

令
15

桑
山

12
2

11
4

10
9

10
7

10
5

95
10

3
10

2
90

比
地

大
10

7
10

8
11

8
12

0
12

5
11

3
11

1
95

80

笠
田

14
0

12
0

11
3

11
4

11
0

11
1

10
6

99
89

上
高

野
13

0
84

83
89

89
87

84
68

62

本
山

14
5

12
7

13
7

14
2

14
2

14
8

16
8

17
8

13
0

合
計

64
4

55
3

56
0

57
2

57
1

55
4

57
2

54
2

45
1

0

10
0

20
0

30
0

40
0

50
0

60
0

70
0

H
1

8
令

元
令

２
令

３
令

４
令

５
令

６
令

７
令

1
5

12
2

11
4

10
9

10
7

10
5

95
10

3
10

2
90

10
7

10
8

11
8

12
0

12
5

11
3

11
1

95
80

14
0

12
0

11
3

11
4

11
0

11
1

10
6

99

89

13
0

84
83

89
89

87
84

68

62

14
5

12
7

13
7

14
2

14
2

14
8

16
8

17
8

13
0

児童数

年
度

桑
山

比
地

大
笠

田
上

高
野

本
山

12



三
豊

市
の
お
け
る
学

校
適

正
規

模

■
小

学
校

☞
12

学
級

以
上

18
学

級
以

下
☞

1学
年

2学
級

以
上

、
6学

年
12

学
級

以
上

人
間

関
係

の
固

定
化

を
防

ぐ
と

と
も

に
、

ク
ラ

ス
を

分
け

る
こ

と
に

よ
っ

て
、

個
人

・
グ

ル
ー

プ
・
ク

ラ
ス

単
位

で
の

比
較

・
競

争
の

で
き

る
環

境
を

与
え

た
い

。

13



教
育

委
員

会
で

は
、
12

学
級

～
18

学
級

の
学

校
規

模
を

目
指

し
た

い
と

考
え

ま
す

。

集
団

競
技

な
ど

大
人

数
に

囲
ま

れ
な

が
ら

、
勉

強
や

ス
ポ

ー
ツ

を
実

施
で

き
る

こ
と

。

14



再
編

整
備

の
進

め
方

■
小

学
校

☞
複

式
学

級
編

成
対

象
と

な
る

小
学

校
の

解
消

☞
全

校
12

0人
未

満
の

小
学

校
の

統
合

■
中

学
校

☞
当

面
の

間
、

統
合

は
行

わ
な

い

15



三
豊

市
立

小
学

校
の

再
編

整
備

の
具

体
的

方策
※

平
成

2
3年

3
月

答
申よ

り
矢

印
は

統
合

協
議

の
開

始
す

る
時

期
を

表
し

て
い

る
。

上
高
瀬

比
  
地

勝
  
間

二
ノ

宮

麻 辻

河
  
内

大
  
野

神
  
田

大
  
見

下
高
瀬

吉
  
津

桑
  
山

比
地
大

笠
  
田

上
高
野

本
  
山

松
  
崎

詫
  
間

大
  
浜

箱
  
浦

仁
  
尾

曽
  
保

財
田
上

財
田
中

2
5

比
地
小

学
校
の

児
童

数
が
3
年

連
続

で
1

20
人

を
下

回
る

と
推

測
さ

れ
る

た
め

新
設

校
を

建
築

し
て

統
合

す
る

。

吉
津
小

学
校
と

大
見

小
学

校
の
児

童
数
が

3
年

連
続

で
1
2
0
人

を
下

回
る

と
推

測
さ

れ
る

た
め

下
高

瀬
小

学
校

を
含

め
た

3
校

を
統

合
す

る
。

比
地
大

小
学
校

と
上

高
野

小
学
校

が
1
期

に
1

2
0人

を
下

回
る

。
次

い
で

本
山
小

学
校
、

笠
田

小
学

校
、

桑
山

小
学
校

も
2
期

に
1
2
0
人

を
下

回
る

と
推

測
さ

れ
る

。
基

準
に

沿
っ

て
統

合
す

る
と

3
段

階
の

統
合
が

必
要
に

な
る

た
め

、
新

設
校

を
建

築
し

て
5
校

を
一

度
に

統
合
す

る
。

松
崎
小

学
校
の

児
童
数

が
3
年

連
続

で
1

2
0人

を
下

回
る

と
推

測
さ

れ
る

た
め

詫
間

小
学
校

と
統

合
す

る
。

二
ノ

宮
小
学

校
が
1
期

に
1

20
人

を
下

回
る

。
麻

小
学

校
も

2
期

、
勝

間
小
学

校
も

3
期

に
1
2
0
人

を
下

回
る

こ
と

が
推

測
さ

れ
る

。
基

準
に

沿
っ

て
統

合
す

る
と

2
段

階
の
統

合
が

必要
と

な
る

た
め

、
新

設
校

を
建

築
し

て
3
校

を
一

度
に

統

合
す

る
。

1
8

1
1

9
9

河
内

小
学

校
と

神
田

小
学

校
が
複

式
学

級
編

成
校

と
な

り
、

辻
小
学

校
と

大
野

小
学

校
の
児

童
数

が
3
年

連
続

で
1
2
0
人

を
下

回
る

た
め

新
設

校
を

建
築

し
統

合
す

る
。

財
田

上
小

学
校

と
財

田
中

小
学
校

の
児

童
数

が
3
年

連
続
で

1
2

0人
を

下
回

る
た

め
新

設
校

を
建

築
し

て
統

合
す

る
。

2
2

箱
浦

小
学

校
と

大
浜

小
学
校

の
複

式
学

級
を

解
消

す
る

た
め

詫
間

小
学

校
と

統
合
す

る
。

曽
保

小
学

校
の

複
式
学

級
を

解
消

す
る

た
め

仁
尾

小
学

校
と

統
合

す
る

。

仁 尾 中 和 光 中

前
期

後
期

将
来

構想

第
1
期

(H
2

4～
H

2
8)

第
2
期

(H
2

9～
R
3
)

第
3
期

('
2
2
R
4
～

'2
6
 R

8
)

第
4
期

('
2
7
 R

9
～

'3
1
 R

1
3)

第
5
期

('
3
2
 R

1
4～

'3
6
 R

1
8)

財 田 学
校

数

町
中

学
校

区
小

学
校名

高 瀬 中 三 豊 中 三 野 津 中 豊 中 中 詫 間 中

高 瀬 山 本 三 野 豊 中 詫 間 仁 尾
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こ
れ
ま
で
に
統

合
を
行

っ
た
地

区
の
取

り
組

み

■
地

区
学

校
再

編
協

議
会

の
設

置

☞各
町

単
位

で
設

置

☞委
員

会
構

成

○
保

護
者

代
表

（
保

育
所

、
幼

稚
園

、
小

学
校

、
中

学
校

）

○
自

治
会

代
表

者

○
地

区
公

民
館

長
等

☞学
校

再
編

整
備

に
関

す
る
事

項
の
協

議

■
地

区
統

合
準

備
会

の
設

置

☞新
た
な
学

校
の
ス
タ
ー
トに

必
要

な
事

項
の
協

議

17



地
域

協
議

会
と

統
合

準
備

会
の

構
成

（
案

）

豊 中 町 地 域 協 議 会

統
合

準
備

会

総
務

部
会

通
学

部
会

跡
地

利
用

部
会

教
育

部
会

・
各

部
会

に
は

、
地

域
協

議
会

委
員

と
学

校
関

係
者

が
入

り
ま

す
。

・
統

合
準

備
会

は
、

部
会

ご
と

に
協

議
を

行
い

、
協

議
結

果
を

地
域

協
議

会
で

報
告

し
ま

す
。

Ｐ
Ｔ

Ａ
部

会

式
典

部
会

18



20
26

年
4月

（
Ｒ

8年
）

令
和

８
年

度
（

20
26

）
新

設
統

合
小

学
校

開
校

実
施

設
計

基
本

設
計

用
地

取
得

地
域

協
議

会
統

合
準

備
会

校
舎

等
建

築

校
舎

等
建

築

19
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最
後

に

子
ど

も
た

ち
へ

の
教

育
環

境
の

整
備

は
最

優
先

さ
れ

る
課

題
で

あ
り

、
同

世
代

の
多

様
な

考
え

に
触

れ
、

互
い

に
学

び
あ

う
機

会
を

作
り

、
子

ど
も

た
ち

が
た

く
ま

し
く
育

つ
環

境
を

整
備

す
る

た
め

に
再

編
整

備
を

進
め

る
も

の
で

す
。

今
回

、
将

来
の

児
童

数
等

を
お

示
し

地
域

の
皆

様
に

も
考

え
て

い
た

だ
く

機
会

と
し

て
説

明
会

を
開

催
い

た
し

ま
し

た
。

統
合

に
つ

い
て

は
、

子
ど

も
た

ち
と

地
域

住
民

の
ご

理
解

・
ご

協
力

が
必

要
で

す
。

こ
れ

ら
が

な
け

れ
ば

、
地

域
の

良
好

な
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
作

り
・
維

持
が

困
難

と
考

え
ま

す
の

で
、

今
後

と
も

地
域

の
皆

様
と

共
に

よ
り

良
い

学
校

、
地

域
を

考
え

て
ま

い
り

ま
す

の
で

、
よ

ろ
し

く
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

21



 

傍  聴  要  領 

 

豊中地区学校再編整備地域協議会 

 

１ 傍聴する場合の手続き 

忘れ物等の連絡をする場合に備え、氏名、住所、電話番号等を別紙に記入してください。 

２ 会議を傍聴するに当たって守っていただく事項 

 (1) 傍聴者は、会議を傍聴するに当たっては、委員長の指示に従ってください。 

 (2) 会議開催中は、静粛に傍聴することとし、拍手その他の方法により公然と可否を表明し

ないでください。 

 (3) 会議開催中は、むやみに立ち歩かないでください。 

 (4) 会議場において、写真撮影、録画、録音等を行わないでください。ただし、議長の許可

を得た場合は、この限りではありません。 

 (5) 会議場において、飲食及び喫煙をしないでください。 

 (6) 会議場において、張り紙、ビラ、プラカード、のぼり等を携帯したり、はち巻、腕章等を着

用したりしないでください。 

 (7) 会議場においては、携帯電話、ラジオ等の電源を切ってください。 

 (8) 帽子、襟巻き、外套、傘、杖等を着用したり携帯しないでください。 

 (9) その他会議の支障となる行為はしないでください。 

３ 傍聴席に入ることのできない人 

 (1) 酒気を帯びている人 

 (2) 銃器その他危険なものを携帯している人 

 (3) 職員の指示に従わない人 

 (4) その他会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる人 

４ 傍聴者が２の事項に違反したときは、退場していただく場合があります。 
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新設校運営開始までのスケジュール 
 

区  分 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

基本構想      

設計 

プロポーザル 
     

基本設計      

用地取得      

実施設計（造成）     
 

土地造成工事      

実施設計（校舎）      

校舎建設工事      

実施設計 

（体育館など） 
     

体育館など工事      

附帯・外構工事      

 
 

新 

設 

校 

の 

運 

営 

開 

始 
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【地域協議会と統合準備会の構成】(案) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  

地域協議会 

統合準備会 

・統合準備会は、地域協議会の委員に学校関係者が加わります。 

・統合準備会は、部会ごとに協議を行い、協議結果を地域協議会で報告します。 

・地域協議会は、年度内に最低 2 回開催(予)します。 

…保護者、地域、学校、交通関係 
 ※通学路・通学方法・安全対策等の協議 

教育部会 

式典部会 

…保護者、地域、学校関係 
 ※校訓・校名・校歌・制服等の協議 

…保護者、地域、学校、交通関係 
 ※閉校跡地の利用等の協議 

…保護者、地域、学校関係 
 ※組織編制・規約・運営・役員等の協議 

…学校関係 
 ※行事・教材備品・予算計画等の協議 

…保護者、学校関係 
 ※閉開校式・記念行事・記念誌等の協議 

PTA 部会 

総務部会 

通学部会 

跡地利用部会 
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愛育会 保育所 幼稚園

(２) （２） （２）
桑山
（２）

比地大
（２）

笠田
（２）

上高野
（２）

本山
（２）

分館長
（１）

学校運営
協議会

（１）

地区代表

（２）
分館長

（１）

学校運営
協議会

（１）

地区代表

（２）
分館長

（１）

学校運営
協議会

（１）

地区代表

（２）
分館長

（１）

学校運営
協議会

（１）

地区代表

（２）
分館長

（１）

学校運営
協議会

（１）

地区代表

（２） (5) (5)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 23

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 28

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 23

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 15

1 1 1 1 1 5 10

総
務
部
会

教
育
部
会

式
典
部
会

跡
地
利
用
部
会

P
T
A
部
会

通
学
部
会

【 統合準備会委員構成割当表 】(案)
保　護　者　代　表 地　域　の　代　表 学校・市

計 部会長小学校 桑山 比地大 笠田 上高野 本山 学校・交通関係者
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26

凡例　　　　　　　

豊中保育所
豊中幼稚園

豊中中学校

桑山小
比地大小
笠田小
上高野小
本山小
半径3.2K線

豊中地区小学校位置図

１：２５，０００

資料５


